
 

企画競争に関する公告 

 

次のとおり公告します。 

令和８年６月１９日 

 

国家公務員共済組合連合会職員共済組合 

  本 部 長   小 津  敦 

 

 

１. 件 名  セカンドライフセミナー実施に係る業務委託 

 

２. 契 約 期 間     契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

３. 業 務 内 容   別途仕様書に定める 

 

４. 企画競争参加資格要件等 

（１）基本的要件 

   参加する者については、募集の趣旨に鑑み、当該業務実施を遂行できる

法人であって、下記の要件を満たすものであること。 

 ① 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない

者に該当しない者であること。 

② 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、

適正な契約の履行が確保される者であること。 

③ 令和０７・０８・０９年度国家公務員共済組合連合会競争参加資格又は

全省庁統一資格の「役務の提供等」の C等級以上に格付けされ、関東・甲

信越地域の競争参加資格を有する者、又は当該競争参加資格を有していな

い者で、参加申込書の提出期限までに競争参加資格の審査を受け、競争参

加資格者名簿に登録された者であること。（参加申込書と併せて「資格審

査結果通知（全省庁統一資格）」（写）を提出すること。） 

④ 国家公務員共済組合連合会職員共済組合又は他府省、他共済組合等にお

いて、指名停止等を受けている期間中の者でないこと。 

⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又



 

は暴力団員でないこと。法人の場合は、役員等が暴力団員でないこと。ま

た、暴力団員が経営に事実上参加していないこと。（参加申込書と併せて

誓約書を提出すること。） 

⑥  日本国外への情報の持ち出しは禁止する。 

⑦ ３に記載された当該セミナーの委託業務内容並びに当職員共済組合が

定める仕様書の内容について十分に熟知し、対応が可能な水準を有する講

師の派遣ができること。 

 

（２）業務実績等に関する要件 

   下記①～③の全てに該当すること。 

①  過去３年中に、国家公務員共済組合連合会、他府省庁、国家公務員系

の他共済組合において同様の業務の受託実績があること。 

②  セミナーの講義を担当する者には、社会保険労務士、キャリアコンサ  

ルタント、ＦＰ技能士（１級・２級）、消費生活アドバイザー、年金アド

バイザー、相続アドバイザー、ＤＣプランナー、介護福祉士、産業カウ

ンセラー等の資格を有する専門的知識を保有する者を含むこと。 

③ 全国各地及びオンラインツールでの開催実績を有する者 

 

５．仕様書等に関する問い合わせ先及び場所 

（１）場所   〒102-8081東京都千代田区九段南 1-1-10九段合同庁舎 11階 

        国家公務員共済組合連合会 職員共済組合 

（２）担当   奥山、横山 電話：03-3222-1841（内線 379、352） 

        Mail: syokuinkyousai@kkr.or.jp 

   ※KKRのホームページからもダウンロード可（https://www.kkr.or.jp） 

     

６．参加申込書等の提出期限及び提案募集要項等（仕様書を含む。）の交付期間 

令和８年６月１９日(金)～令和８年７月３日(金) 

   （土日祝日を除く平日の午前 10時～正午 12時及び午後１時～午後４時） 

    当資料の交付を受ける者は、事前に上記５の担当まで連絡をしたうえ、以

下書類を持参すること。 

  （様式１）参加申込書 

  （様式２）誓約書 



 

  「資格審査結果通知（全省庁統一資格）」（写）（令和０７・０８・０９年国

家公務員共済組合連合会競争参加資格を有していない場合） 

 

７.企画競争説明会   実施しない 

 

８.スケジュール等 

（１）令和８年７月３日（金） 午後４時 参加申込書提出期限 

（２）令和８年７月１０日（金）午後４時 企画提案書類提出期限 

（３）令和８年７月２１日（火）以降  選考結果通知 

 選考は、提出された書面による審査を基本に実施する。また、選考及び審査

の過程でプレゼンテーションの実施を要請する場合がある。実施の場合は、

別途通知を行う。 

なお、実施予定日は、令和８年７月１３日（月）～１７日（金）である。 

 

９． 審査方法 

   当組合が設置する「セカンドライフセミナー実施の委託業者選定委員会」

において、提案の内容、過去の実績等については総合的に評価の上決定する。

なお、当委員会の評価基準に関する質疑は受け付けない。 

 

１０．契約等 

（１）契約書の作成の要否 要 

（２）契約保証金 免除 

 

１１. その他留意事項 

（１）参加に当っては、当組合所定の参加申込書等の提出を必須とする。 

（２）一法人一提案とする。また、提出書類の返却は行わない。 

（３）本件参加に要した費用は、参加者の負担とする。 

（４）提出書類に不備があった場合には、受付不可とする場合がある。また、

提出書類に虚偽の記載があった場合には、失格とする。 

（５）審査内容は非公開とし、審査結果に係る質問及び異議については、受け

付けないものとする。 

（６）契約手続において使用する言語及び通貨：日本語及び日本国通貨に限る。 



 

（７）契約保証金は免除とする。 

（８）本公告に示した参加資格のない者の行った企画は無効とする。 

（９）採用者の決定方法：予め提示した予算額の範囲内でかつ当組合の「セカ

ンドライフセミナー実施の委託業者選定委員会」において、提出された

企画提案書等を審査し、最優秀提案者を採用者とする。 

   但し、選考基準に満たす提案者がいない場合は、採用者を決定しない場

合がある。 

（１０）配付する「実施要項」を熟読の上、応募すること。 

（１１）仕様書の交付を受けたのち、参加を辞退する場合は（様式３）参加辞

退届を提出のうえ、仕様書を上記５まで返却すること。（郵送可） 

 

 


